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議会運営委員会 

 

平成３０年１２月６日（木）               

午 後 ２ 時 ２ ６ 分 開  会               

 

○三鬼（和）委員長   それでは、議会運営委員会を開会させていただきます。  

 委員の皆様には、本会議終了後、大変お疲れのところ申しわけございませんが、

発議２件について審査願いたいのと、それから、その他として議会報告会でのいろ

いろお話があったことを全てまとめができましたので、若干その辺について事務局

から説明していただくことにいたしたいと思います。  

 それでは、発議について、局長より説明。  

○岩本議会事務局長   それでは、発議２件について御説明申し上げます。  

 発議第９号、義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書について（案）及び発議

第１０号、暫定二車線の高速道路の安全対策を求める意見書について（案）の２件

でございます。  

 各発議両方、提出者が三鬼和昭議員、賛成者が内山將文議員、奥田尚佳議員、村

田幸隆議員、南靖久議員、野田拡雄議員、濵中佳芳子議員でございます。  

 内容につきましては、それぞれ別紙意見書案のとおりでございますので、御確認

をいただきますようお願いいたします。  

 なお、この発議２件の取り扱いでございますが、本定例会最終日である１２月１

４日に上程し、採決を行っていただく予定とさせていただいておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。  

 以上でございます。  

○三鬼（和）委員長   以上、局長より説明がございましたように、意見書につき

ましては２件ありますが、議会運営委員会から一応提出させていただくという形で、

委員長である私が提出者になっておるという形なんですが、そういった形で、委員

会として、１件は被災時における支援金の扱いについて、これは、これまではこう

いった義援金があるたびに暫定的に法律がつくられておったということで、時限立

法みたいな形であったのを、恒久的なそういった法律にしていただこうということ

と、もう一点は、この２車線につきましては、全員存じていますように、事故であ

るとかそういった、本来ならば２車線化を早急にお願いするところですが、文書の

中には本来の２車線の整備もうたっておりますが、とりあえずこのワイヤー化とい
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うのをしていただきたい。そして、これまでコミュニティバスもこの道路を利用し

ておりますが、次年度からはスクールバスも利用するということもあわせまして、

早急な取りかかりについてお願いしていこうというものですので、こういった形で

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 いいですか。  

○村田委員   これ、趣旨はわかりましたし、全然反対するものではないんですけ

れども、議長会で議長が提案をされるということはないんですか。  

○三鬼（孝）議長   この暫定二車線の高速道路の安全対策の意見書なんですが、

私、御承知のように、全国市議会議長会の運輸建設委員長をやっておるもんで、そ

の辺のところへ、ちょっと全国市議会議長会の事務局と話し合いをせなならんと思

っております。できたら直に国交省へ行って私のほうが陳情するという方法が、そ

れが一番いいかなと思いますけれども。  

○村田委員   全国の委員長というのはそうそうあるものじゃありませんから、こ

の機会にぜひとも実現するような形で、三鬼孝之議長の力を御期待申し上げており

ますので、よろしくお願いいたします。  

○三鬼（和）委員長   今、村田委員より希望的なことも含めてございましたし、

議長そのものの答弁もそのように扱うということですので、これまでですと意見書

については送付しておりましたけど、今回は直接我が議長から全国議長会の委員長

として大臣等々にお渡ししていただくようにぜひ努めていただきたいと思いますの

で、お願いします。  

 このことについても、この方向性についてもまた議会運営委員会で局長より説明

してください、こういった議論があったということを。  

 では、意見書をこのように扱わせてもらいますので、お願いします。  

 それから、２番のその他なんですけど、その他をちょっと開いてください。  

 これは報告会のことで、見ていただいて、また議論とかお話しした方は、直接言

っていただいてもいいですけど、そこの会場の区長さんであるとか地区の区長さん

であるとか、責任者の方を通じてこういったことになっておりますということを伝

えるということで、ですので、議員の皆さんは、これ、また参考に、執行部がこの

ように取り組むということで御記憶していただきたいと思います。  

 それから、３７番をお開きください。済みません、７ページですけど、これにつ

きましては、２年前にもあって、今回Ｂ班がお願いがあったので、地権者の了解を

得て、こういった形でもう既に改良されましたので、倉ノ谷の奥なんですけど、前、
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倉ノ谷におきましては、竹やぶを切ってくれとか、その奥の砂防について取ってく

れということで、早急に対応したことがあるんですけど、ここは個人の所有者とい

うことで、前のときもお願いはしたんですけど、今回地元の方も含めてみんなで取

り組む形でして、報告会での話題になったことがこのようになったということで、

既に終わっていますので、御報告も兼ねて説明……。  

（発言する者あり）  

○三鬼（和）委員長   これを議員の皆さんに見ていただいた中で、今から回答を

届けるあれです。  

 それでいいですか。また個々に、ちょっとこの辺はというところがあったら、議

会事務局を通じて各課にまた確認するべきようなことがあったら、申し出ていただ

いたらいいと思いますが、一応こういった形でまとめさせていただきました。  

 以上で議会運営委員会を閉じたいと思います。御苦労さんでございました。  

（午後  ２時３３分  閉会）  


